
○東御市都市公園条例施行規則

令和６年７月24日

規則第15号

（趣旨）

第１条 この規則は、東御市都市公園条例（平成16年東御市条例第147号。以下「条例」とい

う。）第22条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（許可の申請）

第２条 条例第10条第１項に規定する行為の許可を受けようとする者は、都市公園内行為許

可（変更）申請書（様式第１号。以下この条において「行為許可申請書」という。）によ

り行うものとする。

２ 前項の規定による行為許可申請書の提出は、行為を行おうとする日の２月前からするこ

とができる。

３ 市長は、行為許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、行為を許可したときは、

都市公園内行為許可書（様式第２号）を交付する。

（許可の条件）

第３条 条例第10条第５項の規定により市長が付する条件は、都市公園の施設を損傷するお

それがある場合における当該施設を保護するために必要なもの及び市長が特に必要と認め

るものとする。

（遵守事項）

第４条 都市公園における行為の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければなら

ない。

(1) 行為の許可のない施設又は備品を利用しないこと。

(2) 市長の許可を受けないで、都市公園の備品を外に持ち出さないこと。

(3) 都市公園に爆発物、銃砲刀剣類等危険物を持ち込まないこと。

(4) 行為後は必ず掃除等周囲の環境美化を行うこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について市長が指示すること。

（減免の基準）

第５条 条例第16条及び条例18条第１項に規定する減免の基準は別表に定めるとおりとする。

２ 使用料の減免を受けようとする者は、都市公園使用料減免申請書（様式第３号）を提出

しなければならない。

（読替規定）

第６条 条例第８条の規定により、指定管理者が東御市中央公園の管理を行う場合における

この規則の規定の適用については、第２条、第３条及び第４条中「市長」とあるのは「指



定管理者」と、様式第１号、様式第２号及様式第３号中「東御市長」をあるのは「指定管

理者」と、別表及び様式第３号中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

（補則）

第７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この規則は、令和６年８月１日から施行する。

別表（第５条関係）

使用料減免基準

区分 減免する場合

全額免除する場合 (1) 東御市又は東御市教育委員会が行政目的のために使用する場合

(2) その他特別な理由がある場合

一部免除する場合 (1) 東御市内の公共的団体が使用する場合

(2) その他特別な理由がある場合
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